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神戸市内にある申請窓口一覧 

 

兵庫県健康福祉部
ユニバーサル推進課 

中央区中山手通 5-10-1 

（兵庫県庁第１号館３階） 
県内にお住まいの方は住所地を問わ

ず申請が可能です。 

（神戸市内にお住まいの方も申請で

きます） 
神戸県民センター

県民交流室県民課 
中央区中山手通 6-1-1 

 

東灘区役所 

灘区役所 

中央区役所 

兵庫区役所 

北区役所 

北神区役所 

長田区役所 

須磨区役所 

北須磨支所 

垂水区役所 

お住まいの区の区役所保健福祉課で申請が可能です。 

※ただし、北区・須磨区にお住まいの方は、下表の町名に該当する区役所

か支所で申請してください。 

西区役所 西区にお住まいの方は西区役所保健福祉課と玉津支所のいずれかで申請が

可能です。 玉津支所 
 

 
○住所地に該当する区役所・支所で申請が可能です。 

北区役所 

（保健福祉課） 

青葉台、泉台、大池見山台、大原、大脇台、小倉台、柏尾台、桂木、北五葉、君影町、 

甲栄台、幸陽町、広陵町、杉尾台、鈴蘭台北町、鈴蘭台東町、鈴蘭台南町、鈴蘭台西町、 

星和台、惣山町、筑紫が丘、中里町、鳴子、西大池、花山台、花山中尾台、花山東町、 

日の峰、ひよどり北町、ひよどり台、松が枝町、緑町、南五葉、山田町、若葉台 

 
北神区役所 

（保健福祉課） 

有野台、有野町、有野中町、有馬町、淡河町、大沢町、鹿の子台北町、鹿の子台南町、 

唐櫃台、唐櫃六甲台、京地、上津台、菖蒲が丘、道場町、長尾町、西山、八多町、東有野台、

東大池、藤原台北町、藤原台中町、藤原台南町 

 

須磨区役所 

（保健福祉課） 

 

青葉町、磯馴町、板宿字、板宿町、一ノ谷町、稲葉町、永楽町、戎町、大池町、大田町、 

大手字、大手町、奥山畑町、上細沢町、川上町、菊池町、北町、衣掛町、小寺町、権現町、 

桜木町、潮見台町、神撫町、須磨浦通、須磨寺町、須磨本町、関守町、禅昌寺町、外浜町、 

大黒町、多井畑字（ただし、渋人谷上・渋人谷下・地獄台・東山ノ上除く）、多井畑東町、 

多井畑南町、高尾台、高倉台、高倉町、鷹取町、千歳町、千守町、月見山町、月見山本町、 

寺田町、天神町、常磐町、飛松町、戸政町、中島町、西須磨字、東須磨字、東町、平田町、 

古川町、宝田町、堀池町、前池町、松風町、水野町、南町、行幸町、明神町、妙法寺字 

（アチ口・円満林 2、6 番地・樫原・口ノ川・兀山 1～6 番地・三ツ滝）、村雨町、行平町、 

養老町、離宮西町、離宮前町、若木町、若宮町 

 
北須磨支所 

（保健福祉課） 

神の谷、北落合、車字、桜の杜、清水台、白川字、白川台、菅の台、多井畑字（渋人谷上・ 

渋人谷下・地獄台・東山ノ上）道正台、友が丘、中落合、西落合、東落合、東白川台、 

緑が丘、緑台、南落合、妙法寺字（ただし、アチ口・円満林２、６番地・樫原・口ノ川・ 

兀山１～６番地・三ツ滝除く）、弥栄台、横尾、竜が台、若草町 


